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  蕨市建設工事総合評価方式試行要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市が発注する建設工事の請負契約において、価格その他の条件が最も有利

なものをもって申込みをした者を落札者とする方式（以下「総合評価方式」という。）による競

争入札を試行するに当たり、蕨市建設工事等入札及び契約事務取扱要綱（平成20年蕨市要綱第５

号。以下「取扱要綱」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事） 

第２条 総合評価方式の対象となる工事（以下「対象工事」という。）は、市長が建設工事の中か

ら指定するものとする。 

２ 対象工事は、効率性、安全性、環境への影響等の価格以外の多様な要素を考慮し、価格及び品

質が総合的に優れた内容の契約を締結する必要があるものから、指定するものとする。 

（事前協議） 

第３条 対象工事を所管する課の長（以下「工事主管課長」という。）は、対象工事の目的に応じ、

価格以外の入札対象とする項目（以下「評価項目」という。）及び評価の方法について、契約事

務を所管する課の長（以下「契約主管課長」という。）と協議を行わなければならない。 

（落札者決定基準） 

第４条 工事主管課長は、前条の協議終了後、評価方法、評価項目、評価基準、得点配分、その他

の基準を定めた落札者を決定するための入札の評価に関する基準（以下「落札者決定基準」とい

う。）を、別表に定める所属部内の職員による審査会（以下「審査会」という。）を開催して協

議の上作成し、蕨市建設工事請負業者等審査委員会設置要綱（平成20年蕨市要綱第４号）に定め

る蕨市建設工事請負業者等審査委員会（以下「委員会」という。）に諮るものとする。 

２ 市長は、前項の規定による委員会の審議結果を受けて、落札者決定基準の適否について２人以

上の学識経験を有する者（以下「学識経験者」という。）の意見を聴取した上で、落札者決定基

準を定めなければならない。 

（入札の告示等） 

第５条 市長は、総合評価方式により契約を締結しようとするときは、取扱要綱第６条に定める事

項に、次の事項を加えて公告するものとする。 

(１) 総合評価方式による入札である旨 

(２) 評価項目に関する技術資料等の提出に関する事項 
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(３) その他総合評価方式の入札に関し必要な事項 

２ 契約主管課長は、入札の参加を希望する者に対し、入札説明書等により、評価項目に係る性能、

機能、技術（以下「性能等」という。）に関する技術提案又は適切な施工管理や施工実績等を示

す技術資料（以下「技術資料」という。）の作成方法、総合評価の方法、落札者決定基準、入札

参加申込に必要な書類及び提出期限その他必要な事項について、周知しなければならない。 

（技術資料の評価） 

第６条 工事主管課長は、審査会を開催の上評価基準に基づく技術資料の評価を行い、必要に応じ、

技術資料を提出した入札参加者に対するヒアリングを行うことができる。 

２ 工事主管課長は、技術資料の評価結果に基づき技術評価点（評価基準により得られた得点合計

等に基礎点を加えた点数をいう。以下同じ。）を算出し、速やかに契約主管課長に書面を持って

報告しなければならない。 

（技術提案の改善） 

第７条 工事主管課長及び審査会は、入札参加者が提出した技術提案の内容の一部を改善すること

により優れた技術提案となる場合又は技術提案の不備を解決することができる場合は、当該技術

提案の改善を求め、又は改善を提案する機会を与えることができる。この場合において、透明性、

公平性の確保のため、技術提案の改善に係る過程について、その概要を速やかに公表しなければ

ならない。 

（落札者の決定方法） 

第８条 入札執行者は、総合評価方式による入札においては、次の規定により、次条に掲げる手続

を経て、落札者を決定する。 

(１) 落札者は、落札者決定基準に基づき、技術評価点及び入札書に記載された金額を総合的に

評価した評価値の高い者とする。 

(２) 入札書の開札は、技術評価点が決定した後に行う。 

(３) 入札書記載金額が予定価格の制限の範囲を超えている入札及び最低制限価格を下回る入札

については、総合評価は行わない。 

(４) 評価値が最も高い者が２者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 

（落札者決定の手続） 

第９条 市長は、第４条第２項で定める学識経験者の意見聴取において、落札者を決定しようとす

るときに改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しよう

とするときに、入札手続の経緯、評価値の内容等の適否について２人以上の学識経験者の意見を
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聴取しなければならない。 

（学識経験者の意見聴取） 

第10条 第４条第２項及び前条で定める学識経験者の意見聴取は、埼玉県総合評価審査委員会設置

要綱第６条で定める埼玉県総合評価審査小委員会において行うものとする。 

（入札結果等の公表） 

第11条 総合評価方式による入札において、落札者が決定したときは、蕨市建設工事に係る発注見

通し及び入札結果等の公表要綱（平成17年蕨市要綱第77号）第３条第４項に定める事項に、次の

事項を加えて公表するものとする。 

(１) 技術評価点 

(２) 評価値 

（技術評価点に関する照会） 

第12条 工事主管課長は、入札参加者から、技術評価点について疑義があるとして説明を求められ

たときは、これに応じなければならない。 

（技術提案内容の確保） 

第13条 技術提案について、その後の工事においてその内容が一般的に使用されている状態となっ

た場合は、提案者に通知することなく無償で使用することができるものとする。ただし、工業所

有権等の排他的使用を有する提案については、この限りでない。 

２ 技術提案の内容は、契約書や仕様書等の付属書類として使用するものとする。 

３ 技術提案を提示した提案者は、工事主管課長が技術提案を適正なものと認めた場合においても、

その部分の工事に関する責任を負うものとする。 

（提案内容の履行の担保） 

第14条 工事主管課長は、性能等に係る技術提案を提示した落札者（以下「請負者」という。）に

対し、当該技術提案に基づく施工を指導するものとする。 

２ 工事主管課長は、請負者が技術提案に基づき施工することができない場合は、当該性能等の性

質に応じ、再度の施工が可能であると認められるものについては再度の施工を求め、再度の施工

が困難又は合理的でないと認められるものについては契約金額の５パーセントに相当する額の違

約金の請求を行うことができるものとする。 

３ 請負者の責により、提出された技術資料の内容を満たす施工が行われない場合は、不履行の評

価項目ごとに工事成績評点を減ずる措置を行うものとする。 

（悪質な行為に対する措置） 
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第15条 入札参加者が提出した技術資料に、虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場

合には、契約の解除及び蕨市建設工事等請負業者指名停止基準に基づき指名停止等の措置を講じ

るものとする。 

（帳票類） 

第16条 総合評価方式による競争入札の帳票類の様式は、次に定めるとおりとする。 

(１) 入札告示文（様式第１号） 

(２) 一般競争入札参加資格等確認申請書（様式第２号） 

(３) 入札参加資格確認資料（様式第３号） 

（委任） 

第17条 この要綱に定めるもののほか、総合評価方式による競争入札の試行に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年２月18日要綱第10号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

  附 則（令和３年８月17日要綱第33号） 

別表（第４条関係） 

工事を主管する部の部長 

工事を主管する課の課長 

工事を担当する係長 

工事を担当する職員 
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様式第１号（第１６条関係）（入札告示文） 
蕨市告示第   号 
  年  月  日 

                                                                
 下記のとおり一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条
の６の規定に基づき告示する。 
 

蕨市⻑        印 
      
                  記 
１ 入札対象工事 

(1) 工 事 名      
(2) 工事場所      
(3) 工事期間    
(4) 設計金額            円（消費税及び地方消費税額を含む。）  
(5) 工事概要          
(6) 適  用  本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４

号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事である。 
２ 入札手続等の方法 

(1) この工事は、入札参加の申出、資格確認通知及び入札を埼玉県電子入札共同システム（以下「シス
テム」という。）により行う対象工事である。 

なお、電子入札に係る運用については、この告示に定めるもの以外は蕨市公共工事等電子入札運用
基準（以下「運用基準」という。）及び蕨市公共工事等電子入札運用要領による。 

(2) 当該入札に参加する者で紙入札を希望する者は、運用基準７−１に定める「紙入札方式参加申請書」
を提出し、承認を受けなければならない。 

３  入札に参加できる者の形態 
企業単体とする。 

４  入札に参加できる者に必要な資格 
（参加要件に関する必要事項を掲載） 

５  入札参加資格申請書の提出（事前提出事後審査型） 
(1) 入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格等確認申請書及び入札参加資格確認資料（以下

「資格確認申請書」という。）を次により提出しなければならない。 
ア 提出方法   システムにより提出する。 
イ 締切日時       年  月  日  まで 

(2) 入札に参加を希望する者は、前項の規定に基づき資格確認申請書の提出と合わせて、当該申請書の
記載事項を証明する書類等を、次の方法により提出しなければならない。なお、提出締切日時までに
提出のない者は、無効とする。 
ア 提出を要する書類 

• 一般競争入札参加資格等確認申請書（様式第２号） 
• 入札参加資格確認資料（様式第３号） 

   ※システムに添付したファイルをプリントしたものを提出してください。 
イ 施工工事を証する根拠資料 

• ＣＯＲＩＮＳ登録のカルテ又は契約書等の写し 
• 工事概要書、施工図面等の写し 

ウ 配置予定の技術者の資格及び従事した施工経歴の根拠資料 
• 技術検定合格証書及び監理技術者資格者証（平成１６年３月１日以降の交付の場合は監理技術者
講習終了証も必要）の写し 
• 従事した工事に関するＣＯＲＩＮＳ登録のカルテ等の写し 
• 工事概要書、施工図面等の写し 

  エ 提出方法 
入札参加を希望する者の名称、工事名、郵送する書類の目録、郵送する書類の頁数及び発送年
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月日を記録した書面を同封の上、簡易書留等の配達の記録が残るものを必ず利用して郵送する。 
オ 提出先 

     蕨市役所  部  課  係 
カ 提出締切日時 

  年  月  日   時  分（必着） 
(3) 資格確認申請書を受理した場合は、電子入札参加者についてはシステムより、紙入札参加者につい

てはＦＡＸにて通知する。 
(4) 入札参加資格の確認は、開札後、落札候補者についてのみ行う。 

６ 設計図書等 
(1) 設計図書、仕様書、特記仕様書及び契約書案（以下「設計図書等」という。）は、本告示に合わせ入

札情報公開システムに掲載するファイルをダウンロードすること。   
(2) 現場説明会は行わず、設計図書等に関する質疑応答はシステムで行うものとする。 

７ 入札書の締切日時      年  月  日   時  分  
８ 開札日時          年  月  日   時  分 
９ 総合評価に関する事項 
  この入札は、総合評価方式により実施するものとする。 
  詳細は、別紙「総合評価方式入札説明書」及び「総合評価方式の特記仕様書」に示す。 
１０ 入札に関する注意事項 

(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の おおおに相当する額を
加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって
落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを
問わず、見積もった契約希望価格の   分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

(2) 入札回数は２回までとする。なお、初度入札に参加しない者は、再入札に参加することはできない。 
(3) 再入札は、初度入札の開札日に実施するものとし、再入札書の締切時間及び開札時間は入札結果通

知に合わせて通知する。 
(4) 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

ア 入札参加資格のない者がした入札 
イ 明らかに連合によると認められる入札 
ウ 虚偽の資格確認申請書又は根拠資料を提出した者がした入札 
エ その他告示に示す事項に反した者がした入札  

(5) 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札書締切日時において参加資格がない者が
したものは、無効とする。 

(6) その他 
ア この入札に参加する者が１人以下であるときは、入札を執行しない。 
イ この告示に示す入札の締切日時までにシステムに入札書が到着しない場合は、入札を辞退したと

みなす。 
ウ 一度提出した入札書を書換え、引換え又は撤回をすることはできない。ただし、入札書を提出し

た後、配置予定技術者が配置できなくなり参加資格を喪失した場合等、やむを得ない理由が生じた
場合は、開札までの間に限り入札辞退届を受け付けるものとし、当該入札書を無効扱いとする。 

エ この入札に際し、談合その他不正行為により入札を公正に執行することができないと認められる
ときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがある。 

１１ 特記事項 
  この工事の請負契約締結後、この契約に関し、談合その他不正行為があったとして、公正取引委員会

の課徴金納付命令が確定したとき、又は使用人を含め、刑法（明治４０年法律第４５号）による刑が確
定したときは、この契約による請負代金額の１０分の２に相当する額を請求することができるものとす
る。ただし、市に生じた損害額が前記の相当額を超えるときは、市がその超過分について賠償を請求す
ることを妨げるものではない。工事完成後も同様とする。 

１２ 最低制限価格 
  設定する。（最低制限価格未満の入札をした者は、この入札における再入札に参加すること及び落札者

がなかった場合において随意契約の相手となることはできない。） 
１３ 落札者の決定方法 

(1) 予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格をもって申込みした者のうち、総合評
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価の評価値が最も高い者を落札候補者とする。 
(2) 総合評価の評価値が同じ者がいる場合には、くじにより審査の順序を決定する。 
(3) 当該落札候補者について入札参加資格の審査を行い、入札参加資格を満たしているときは、その者

を落札者として決定する。なお、落札者が決定したときは、他の入札参加者の審査は行わない。 
(4) 落札候補者が入札参加資格を満たしていない場合には、その者を失格とし、次に高い評価地の者を

落札候補者として審査を行い、入札参加資格を満たす者が確認できるまで審査を行うものとする。 
(5) 落札候補者の入札参加資格審査の結果については、  年  月  日（ ）までに、通知するも

のとする。 
(6) 落札候補者は、入札参加資格の要件を満たさないとされたことに疑義があるときは、    年  

月  日（ ）までに、その理由について書面にて問い合わせることができる。 
１４ 入札保証金及び契約保証金 

蕨市契約規則（昭和４５年蕨市規則第４１号）及び請負契約に係る履行保証等取扱要領の規定による。 
１５ 支払条件 

(1) 前金払する。なお、その額は契約金額の４０パーセント以内で１億円を限度額とし、１万円未満の
端数は切り捨てる。） 

(2) 部分払しない。 
１６ 契約条項等の閲覧 

  蕨市契約規則、蕨市建設工事請負契約約款、運用基準、蕨市公共工事等電子入札運用要領等について
は、蕨市ホームページ及び  部  課  係において閲覧することができる。 

１７ その他 
(1) 提出された資格確認申請書等は返却しない。 
(2) 入札参加者は､入札後、この告示、設計図書等、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 
１８ 問合せ 

蕨市役所  部  課  係   
電話番号  
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様式第２号（第１６条関係） 

一般競争入札参加資格等確認申請書 
  年  月  日  

 
蕨 市 ⻑ あて 
 
                   住    所 
                   商号又は名称 
                   代表者職氏名            
 
 
 下記工事の一般競争入札に参加したいので、競争参加資格確認資料を提出します。 
 なお、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に抵触しない者であること及び
記載事項が事実と相違ないことを誓約します。          
 

記 
 
   １  告示年月日       年  月  日 蕨市告示第   号 
              
   ２ 工 事 名    
 
   ３ 競争参加資格確認申請書のシステム提出日 
                 年  月  日 
 
   ４ 連 絡 先 
      (1) 担当者所属・氏名 
 
      (2) 電話番号  
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様式第３号（第１６条関係） 
 

入 札 参 加 資 格 確 認 資 料 
 
 

                   商号又は名称  
 
 
 
１  対象工事に対応する業種に係る      年度登録の経営事項審査の総合評定値 

 

 
 
２ 対象工事に対応する業種に係る最新の許可（登録）年月日 

           年  月  日（許可／登録） 
 
 
３ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）に基づく許可を受けた営業所等の所在地 

  

 
 
４ 一定基準を満たす同種・類似工事の施工実績 

工  
事  

名  

称  

等 

 工 事 名 称  

 発注機関名  

 施 工 場 所  

 契 約 金 額  

 工     期          年  月   〜       年  月                                              

 受注形態等  単体／共同企業体（出資比率   ％） 
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５ 当該工事に配置予定の技術者 
 

 技 術 者 区 分  

 従 事 予 定 者 名  

 所 属 会 社 名  

 生年月日（年齢）  

 最 終 学 歴  

 法 令 に よ る 免 許 
 （ 取 得 年 月 日 ） 
 （ 登 録 番 号 等 ） 

 

現
在

の
受

持

工
事 

工 事 名  

施 工 場 所  

工 期        年  月  〜    年  月 

従 事 役 職  

従  
 

事  
 

実  
 

績 
工 事 名  

発 注 機 関 名  

施 工 場 所  

契 約 金 額  

工 期 年  月  〜    年  月 

従 事 役 職  

 
 

 


